
　

行
政
評
価
と
は

　

行
政
評
価
は
、
市
が
実
施
し
た
事
業
を
多

様
な
視
点
か
ら
評
価
・
検
証
し
、
そ
の
結
果

を
参
考
に
次
年
度
以
降
の
実
施
や
事
業
内
容

を
決
定
す
る
手
段
で
す
。

　

本
市
で
は
、
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
の
趣

旨
を
踏
ま
え
て
、
市
民
委
員
で
構
成
す
る
評

価
委
員
会
の
設
置
や
ま
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン
ナ

ー
・
モ
ニ
タ
ー
事
業
に
よ
る
市
民
評
価
を
実

施
し
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
ま
す
。

　

評
価
の
手
順

①
担
当
課
で
の
評
価

②
市
民
意
見
の
聴
取
（
プ
ラ
モ
ニ
）

③
評
価
委
員
会
で
の
評
価

④
以
後
の
実
施
方
針
を
決
定

（
市
民
に
よ
る
評
価
は
、
毎
年
度
10
事
業
程

度
を
予
定
し
て
い
ま
す
。）

プ
ラ
モ
ニ
事
業
と
は
？

　　

事
前
登
録
を
し
た｢

ま
ち
づ
く
り
プ
ラ

ン
ナ
ー
・
モ
ニ
タ
ー
（
市
民
お
よ
び
市
内

の
事
業
所
・
団
体
）｣

か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
利
用
し
て
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
や
意
見
聴
取
を
行
う
も
の

で
す
。

　

寄
せ
ら
れ
た
意
見
な
ど
は
、
市
の
施
策

（
ま
ち
づ
く
り
）
の
参
考
に
し
て
い
ま
す
。

プ
ラ
モ
ニ
へ
の
登
録
は
？

　

登
録
は
い
つ
で
も
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
携
帯
電
話
か
ら
も
登
録
で
き
ま
す
。

●
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
例

○
行
政
評
価
（
試
行
）
の
対
象

事
業
（
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の

補
助
事
業
、
入
札
制
度
な
ど
）

に
つ
い
て
、
評
価
意
見
を
聴
取

○
広
報
し
ょ
う
ば
ら
に
つ
い

て
、
よ
り
読
み
や
す
い
広
報
紙

に
す
る
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト

な
ど

プ
ラ
モ
ニ
に
登
録
い
た
だ
い
た

方
に
は
、
庄
原
い
ち
ば
ん
ロ
ゴ

マ
ー
ク
ピ
ン
バ
ッ
チ
を
進
呈
し

ま
す
。(

先
着
１
５
０
人)

行
政
評
価
を
実
施
し
ま
す

●評価の視点
評価項目 評価視点

優先度 分野別政策の中での優先度は
どうか。

認知度

事業対象者および対象者以外
の市民が事業を認知している
か。成果・効果も情報提供され
ているか。

有効性 費用に対し、有効な成果が上が
っているか。

受益者満足度 利用者(対象者)が満足している
か。

市民(納税者)
納得度

受益者負担・事業に要する費用
や効率性について、受益者以外
の市民が納得できる事業であ
るか。

代替性
市が実施すべきか。民間などと
の協働の余地がないか。他の実
施主体に類似事業はないか。

まちづくり
基本条例

「市民が主役のまちづくり」の
趣旨に沿い、市民活動・団体活
動を促進する事業形態である
か。

①パソコンまたは携帯電話（スマートフ
ォン含む）で下記アドレスから登録区分
を確認した後、必要事項を入力し送信

②企画課か各支所総務室で申請書を入手
し、必要事項を記入して提出（郵送可）

申請１

2
3

ＩＤ
通知

パス
ワード
通知

次の①または②の方法で申請
してください。

トップページ

市政情報

市の政策

プラモニ

ＱＲコードを読み取る。 市ホームページから。

申請書に記載のメールアドレ
スにＩＤを送信します。

申請書に記載の住所に郵送で
パスワードを通知し、登録が完
了します。（約２週間で完了）

○登録方法○
～プラモニ登録までの３ステップ！～ 

企
画
課
政
策
推
進
係　

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
１
１
２

プ
ラ
モ
ニ
募
集
中
！

詳しくは、市ホーム
ページにあるこのバ
ナーをクリック！

 9｜２０１４．７月号｜広報しょうばら


